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※この図は、生命倫理に関し総合科学技術会議が基本的な考え方を策定する場合における、会議と各省との
　基本的な関係を示したものであり、個々の案件に応じて異なる場合がある。

総 合 科 学 技 術 会 議

内閣総理大臣・内閣を補佐する「知恵の場」として、我が国全体の科学技術を俯瞰し、
一段高い立場から、総合的・基本的な科学技術政策の企画立案・総合調整に資する調査審議
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